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令和元年度第２回品川区地域交通検討会 

令和元年１２月１３日 

鈴木課長  皆様、おはようございます。まだお見えになられていない方もいらっ

しゃるようですが、定刻になりましたので、これから令和元年度第２回

品川区地域交通検討会を開催したいと思います。 

 委員の皆様には、ご多忙のところ、また冷え込みが大変厳しい中、本

検討会にご出席いただきまして、まことにありがとうございます。 

 まず冒頭、本日の資料について確認をさせていただきます。事前に送

付させていただいておりますが、資料１が品川区地域交通基本方針（骨

子案）、Ａ３横の資料です。資料２が、品川区コミュニティバス導入計

画（骨子案）、こちらもＡ３横の資料になります。また、机上には、第

１回目の検討会の資料を参考資料として置かせていただいております。

 お手元にない方がいらっしゃいましたら、事務局までお声がけいただ

けますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、以降の進行を寺田委員長、よろしくお願いいたします。 

寺田委員長  それでは、これより令和元年度第２回品川区地域交通検討会を開会い

たします。年末のお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 初めに、本日の傍聴についてですが、５名の傍聴を希望される方がお

られます。品川区地域交通検討会設置要綱第８条の規定により、検討会

の会議は原則として公開する。ただし、委員長が必要と認める場合は非

公開とするとされております。本日の検討会を公開し、５名の傍聴者を

許可したいと思いますが、ご異議ありませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 それでは、そのように決定させていただき、事務局は傍聴者の入室を

お願いいたします。 

（傍聴者入室） 

 まだご着席前のようですけれども、お手元の議事次第に従いまして、

順次進めさせていただきます。 

 まず、協議事項の１つ目であります品川区地域公共交通基本方針（骨

子案）について、事務局からご説明をお願いいたします。 

 なお、この章の内容が広範にわたりますので、適宜質疑の時間を設け

たいと考えております。また、全体を通しての質疑の時間も設けたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。 
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鈴木課長  それでは、私のほうから説明させていただきます。本日、基本方針の

骨子案と、その後、コミュニティバス導入計画の骨子案、この２つにつ

いて、ご説明させていただきます。 

 まずはじめに、資料１の地域公共交通基本方針（骨子案）の全体を説

明させていただきます。着座にて説明させていただきます。 

 表紙を１枚おめくりいただきまして、１ページ目をご覧ください。品

川区地域公共交通基本方針の概要ということで、第１章でございます。

左上に背景・目的でございますが、前回、１回目のときもお示しした内

容とかぶるところがございますが、区内の公共交通網は非常に利便性が

高い状態にあるといったことを記載しております。 

 丸の２つ目ですが、平成３０年の区の世論調査でも、約９割の方が、

区に住み続けたいと回答していただき、約８割の方が、交通の利便性が

良いことを理由に挙げていただいてございます。これが区の持つ魅力の

大きな一つになっていると考えております。 

 ただ、その一方でバス停から距離がある地域もあるというところで、

区の魅力を維持・継続するためにも、区内の交通利便性のさらなる向上

を目指す必要があるというところでもございます。 

 一番最後の丸でございますが、コミュニティバス導入にあたり、区に

おける地域公共交通の各交通サービスが担う役割、これは後ほどご説明

しますが、こうしたことも示す必要があるというところでございます。

 （２）の「方針の目的」でございますが、本方針は、各交通サービス

が担う役割と、交通サービスの今後の取り組みの方向性を示します。ま

た、コミュニティバスの目標像、その実現に向けた導入の考え方や試行

運行路線の選定方針を定めるというものでございます。 

 コミュニティバス導入にあたって、上位計画となる品川区の交通に関

する計画というのが現在ございませんので、この地域公共交通基本方針

が、その上位計画となるという位置づけでございます。 

 １－２で、上位計画・関連計画でございます。現在、品川区では長期

基本計画の策定を進めているところですが、その中の一つに、快適な交

通環境の整備の取り組みとして、利便性の高い公共交通網を構築すると

いうことをうたってございます。また、平成２５年２月になりますが、

品川区のまちづくりマスタープランの中でも、都市基盤の整備方針を位

置づけて、本取り組みを進めていくというようなものでございます。 

 それから、資料の右側、（２）でございますが、地域公共交通の位置
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づけ、範囲になります。これは前回お示ししてございますが、地域公共

交通の範囲は黄色の点線で囲っているものになり、路線バス、コミュニ

ティバス、デマンド交通、シェアサイクルの４つの手段を地域公共交通

として位置づけさせていただきます。また、鉄道等々は、より広い交通

網となる公共交通として位置づけているというものでございます。 

 それから１－３「目標年次」でございますが、長期基本計画の目標年

度である令和１１年度、おおむね１０年後を見据えた方針というところ

で、記載させていただいてございます。 

 資料のほうをおめくりいただきまして、２ページ目でございます。２

ページ目の左側は、前回お示ししました品川区の地域特性、バスの運行

ニーズ等々を取りまとめていくという予定になってございます。 

 ページの右側、第３章でございますが、「地域公共交通の課題と目標」

というところで、課題につきましても前回、お示ししたものを記載させ

ていただいております。①の人口や世帯数、年齢構成の変化への対応、

②交通基盤の整備にあわせたネットワークの構築、③鉄道と既存路線バ

スのサービス圏域外となる地域への対応、④交通サービス間の連結性へ

の配慮を課題として整理してございます。 

 駆け足で申しわけございませんが、資料をおめくりいただきまして、

３ページ目でございます。青色の枠内に４つの目標を掲げてございま

す。わかりやすくシンプルな目標としてございますが、①だれにでも利

用しやすいサービスの提供、ここでは、さまざまな利用者にとって利用

しやすいサービスの提供として、高齢者や障害者、子育て世代などへの

配慮や、わかりやすい情報発信というところを掲げてございます。②利

便性が高いネットワークの形成。それから、何といっても利用する方の

安全・安心が大切ということで、③安全・安心な利用環境の整備。それ

から、環境負荷の低い車両等の導入などの取り組みや、人を運ぶだけで

なく観光施策との連携を図っていくというところで、④環境負荷の低減

や観光施策との連携を掲げてございます。以上が４つの目標でございま

す。 

 ３－２では、先ほどご説明した４つの交通サービスである地域公共交

通の役割と今後の方針を書かせていただいてございます。まず、（１）

路線バスでございますが、路線バスの役割につきましては、鉄道網を補

完する役割を路線バスには位置づけております。 

 それから、ページの右側を見ていただきまして、（２）でコミュニテ
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ィバスの役割も明示させていただいております。路線バスと同様に、鉄

道網を補完する役割を持ちますが、コミュニティバスの主たる役割は、

既存の路線バス網の補完となります。 

 この位置づけだけですと、路線バスが走らないところは区内全域を走

るんですか、ということになりますので、丸の２つ目で、路線バス網の

補完にあたっては、路線バスが運行していない地域すべてを運行するも

のではなく、一定数以上の利用者が見込める導入効果の高い地域を運行

するものとするというところで整理をしてございます。 

 （３）デマンド交通につきましては、当面区のほうで導入ということ

は考えておりませんが、デマンド交通の役割につきましても、コミュニ

ティバスと同様の役割を担うというもので位置づけております。 

 ページをおめくりいただきまして、４ページ目、（４）シェアサイク

ルにつきましては、既に導入されておりますが、徒歩や自動車、個人所

有の自転車などの代替手段となるもの、また、鉄道やバスの端末交通手

段としての機能も担うというところで整理してございます。 

 第４章からが、今回の大きな議題の一つといいますか、コミュニティ

バスの導入方針になります。ここでは、コミュニティバス導入にあたっ

てというところを書いておりますが、その横の（２）で、コミュニティ

バスの目標像を３つ掲げてございます。１つ目は、「コミュニティバス

導入地域における交通利便性の向上」となりますが、まずはこれが大き

な目標でございます。 

 目標像の２つ目としまして、やはり地域を走るバスですので、人との

つながり、地域のつながり、運行ルート沿いにおける地域の魅力の再発

見、そうした地域振興の視点として、「地域のつながりやにぎわいの創

出」を目標として掲げてございます。 

 それから目標像の３つ目として、人を運ぶだけではなく、「コミュニ

ティバスを活用したシティプロモーションによる品川区のイメージア

ップおよびブランド力の向上」も、目標の一つとして掲げさせていただ

いてございます。 

 続いて４－２導入の考え方でございますが、基本的にはコミュニティ

バスは持続可能な事業である必要があると考えております。持続性が低

い場合には、コミュニティバス以外の施策も検討する必要があるという

ところで、記載させていただいております。 

 それからページをおめくりいただきまして、５ページ目になります。
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ここでは、コミュニティバスを走らせる場合の運営方式を３つほど書か

せていただいてございます。方式ごとのメリット・デメリットも整理し

てございますが、簡単にご説明しますと、一番左側の民間委託方式は行

政のほうで主導的にやっていく方式であり、運行の認可も行政が取得

し、行政が主体的に進めていくものになります。一番右側の民間自主運

行方式は民間事業者のほうで運行していただくというもので、その中間

のところが行政支援方式となります。表の中段では、道路運送法に関す

る記載もさせていただいています。他自治体のコミュニティバスの運営

方式としては、圧倒的に多いのが行政支援方式となってございます。 

 今回の資料の中では、この３方式のうちどの方式を選択していくかに

ついては、記載しておりませんが、次回の３回目の検討会ではお示しを

させていただきたいと思います。 

 それから、（２）では事業展開の進め方を記載しておりますが、まず、

本日この後ご説明します導入計画を策定し、それから来年度以降になり

ますが、運行計画を策定してまいります。導入計画では、試行運行路線

の選定方針とともに、選定のための具体的な評価基準を定め、評価結果

とともに、試行運行路線候補を示していくというところになります。 

 ５ページの右側、（３）をご覧いただけますでしょうか。コミュニテ

ィバス導入計画のほうで詳細な説明をいたしますが、本日はこのステッ

プ１の地域の評価を後ほどご説明させていただくことになります。 

 それから、（４）では試行運行開始後の事業管理について記載してお

ります。試行運行開始後は、運行収支やコミュニティバスに関する事業

全体の評価を適宜実施しまして、「計画→実行→点検・評価→見直し」

のＰＤＣＡサイクルのもと、事業管理を行っていくことといたします。

 駆け足になりましたが、基本方針の骨子案の説明は以上でございま

す。 

寺田委員長  ありがとうございます。内容として区切りにくいかもしれませんけ

ど、区切っていきましょうか。 

 まずは第１章、１ページ目になりますが、ご質問、ご意見はございま

すでしょうか。 

では、あとで戻って質問いただいてもよろしいですので、先へ進みま

して、第２章と第３章、２ページ目から４ページの頭までになりますが、

こちらはご質問、ご意見はございますでしょうか。 

 では、こちらもあとで戻っていただいても構いませんので、４ページ
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目、第４章の内容で、何かございますでしょうか。 

では、私から１ついいですか。第１章になりますが、品川区地域公共

交通基本方針について、この種の方針などは、法律に基づくものである

とか何かいろいろとランクがあると思うんですけど、基本的にはこちら

は内部の方針どまりというか、内部の整理のためのものという位置づけ

で、よろしいのでしょうか。 

鈴木課長  基本的には、当然に方針策定後は公表していくものになりますが、法

律に基づくものではなく、品川区の方針をお示しするものとしての位置

づけでございます。 

寺田委員長  区としての方針にお出しになって、区民に向けたものということでし

ょうか。 

鈴木課長  そうですね。 

寺田委員長  ありがとうございます。 

金子委員  はい。 

寺田委員長  金子委員、どうぞ。 

金子委員  第１章の右側の黄色い枠の中のデマンド交通ですね。このデマンド交

通の種類というのは、どういう種類があるんでしょうか。 

鈴木課長  デマンド交通につきましては、基本的には路線バスのように決まった

時間で、バス停があって回っていくものとは違ってですね。利用者の方

からお電話とか予約を事前にいただいて、その予約に沿って、このバス

を走らせていく、というようなイメージをもっていただければわかりや

すいかと思います。 

 現在２３区では、このデマンド交通が行われているところというの

は、ございません。イメージ的にやはり地方で、例えば病院とかに行き

たいんだけれどもということで、事前に予約をいただくと、そこのバス

を走らせて、何人か予約していただいた方が乗って使う、というような

ものが、デマンド交通でございます。 

金子委員  はい、わかりました。 

寺田委員長  よろしいでしょうか。確か１５年くらい前でしょうか、大田区の飛鳥

交通だったと思うのですが、品川区内では乗るだけですが、夜走ってい

たように記憶しています。２回ぐらい乗ったのを覚えていますけども、

今はなくなってしまっていますが。 

ほかに全体通してご質問、ご意見はございますか。 

寺内副委員長  はい。 
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寺田委員長  はい、副委員長、どうぞ。 

寺内副委員長  質問というより、ちょっとコメントに近いんですけど。この４章のコ

ミュニティバスの目標像というところで、目標像が①、②、③の３つご

ざいますけれども、多分これは重みが同じではないのかなという気がし

ています。③はコミュニティバスを使った副次的な効果というかです

ね、これを目標にしてしまうと、要するにシティプロモーションのため

に、どういった路線を走らせるとよいのか、みたいな話になってしまう

ので、そうならないように、目標像①、②、③の中でも扱いが違うよう

にするようなことを多分、今後の検討の中で考えていく必要があるので

はないでしょうか。 

 どういうところでこれらの目標を実現していくかということについ

て、今後路線を決めていったり、運行形態を決めていったりする中で、

もう少しきちんと示されていくのかなと思っておりますけれども、そう

いった点をよろしくお願いいたします。 

鈴木課長  アドバイスいただきました視点をしっかり考慮して、３回目以降の検

討の中に反映していきたいと考えております。ありがとうございます。

寺田委員長  よろしいでしょうか。 

目標像①の通利便性の向上は、例えば時間がかかっても、コミュニテ

ィバスに乗れば歩かないで行けるというような方向性なのか、あるい

は、移動時間を短くさせていく方向性なのか。何かめりはりのつけどこ

ろはあるので、そういうものが少しわからないと、議論することは難し

いかなという気はします。 

 よろしいでしょうか。それでは、資料２のほうです。品川区コミュニ

ティバス導入計画（骨子案）について、事務局からご説明お願いします。

鈴木課長  それでは引き続き、資料２のほうを説明させていただきます。資料２

の中身については、今後どの地域、あるいはどういったルートでコミュ

ニティバスを運行していくかという、より具体的な中身になってまいり

ます。 

 表紙おめくりいただきまして１ページでございます。第１章コミュニ

ティバス導入計画の概要でございますが、導入計画の目的は、先ほどの

基本方針の４章でもご説明しましたが、コミュニティバス導入に向けて

作成する計画でございます。 

 本計画は、基本方針で示した試行運行路線の選定方針に基づく評価、

候補ルート案の選定結果、プロポーザルの実施に向けて設定した項目な



 -8-

どをお示しするものでございます。 

 （２）導入計画の構成でございますが、導入計画のほうを青囲みで記

載しておりますが、第１章がコミュニティバスの計画の概要。２章が、

これからご説明しますが、試行運行路線候補の選定でございます。右に

示すステップごとに進んでいくものでございます。それから第３章、試

行運行開始までの進め方。第４章、試行運行開始後の事業管理という構

成になってございます。 

 １ページ目の右側をご覧ください。（３）試行運行の開始予定時期に

なりますが、現在黒丸で書かせていただいておりますが、最終的にはし

っかり明示していくというものでございます。 

 それから１－２につきましては、本計画で使用するデータについて、

簡単に整理してございます。前回、品川区の現状の中でお示ししました

アンケート調査でありますとか、あるいは携帯電話の位置情報の移動デ

ータも活用してございます。 

 ページをおめくりいただきまして、２ページ目をご覧ください。ここ

からが、より具体的な中身になってくるものでございます。前回、８月

の検討会の際に、地域の評価を行うというお話をさせていただきまし

た。品川区をいくつかの地域に区分をして、評価を行っていくと。その

地域区分の設定でございますが、やはり地域の方にもなじみの深い地域

センターの１３の区分、これは日常的な生活圏域ということもありまし

て、評価区分については、地域センターの１３区分を地域区分というよ

うに設定してございます。 

 それから資料の右側、（２）でございますが、評価項目と評価指標の

設定ということで、①から⑪まで、地域を評価していくための項目を示

してございます。その評価結果については、後ほどご説明いたしますが、

例えば①は鉄道駅やバス停からの距離、②は路線バスの運行本数となっ

てございます。 

 その下から、次のページである３ページ目の左側までにつきまして

は、評価項目や指標の説明を記載してございます。 

 それから（３）評価ランクと重みづけの設定でございますが、この①

から⑪の評価指標を５段階、０を含むと６段階で点数をつけていきま

す。１点、２点、３点、４点、５点という形で点数を、それぞれの指標

で行っていきます。また、①と②の指標につきましては、コミュニティ

バスの検討でございますので、真ん中あたりに書かせていただいており
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ますが、重みづけというところで、点数をつけるとき、①と②の評価指

標については２倍の重みづけをしてございます。 

 資料をおめくりいただきまして、４ページ目をご覧ください。ここか

ら指標の中身をご説明いたします。 

まず資料の左上、①バス停からの距離による評価でございますが、こ

れは８月の会議でもお示ししましたが、鉄道駅ですと５００メートル、

バス停ですと３００メートルの円を描きまして、その重ならない地域、

図でいうと、白っぽい地域になりますが、１３地域の各地域において、

この白っぽい地域内に住んでいる人口が、各地域の人口に対してどれく

らいの割合を占めているかというところで、評価しております。 

 その地域ごとで、人口の割合が多ければ多いほど、点数が高くなり、

バスをより走らせたほうがいいというような評価指標でございます。 

 その下、②路線バスの運行本数による評価でございますが、こちらは

現在の路線バスについて始発から終バスまでの全本数について、１３地

域それぞれで、どれだけの本数が走っているかというところで評価して

おります。こちらの評価指標は、路線バスの本数が少なければ少ないほ

ど、評価が高くなっていくというものでございます。 

 その横、③高齢者の居住状況による評価でございますが、こちらにつ

きましては、１３地域それぞれで６５歳以上の人口の密度で評価してお

り、６５歳以上の方が多ければ多いほど、評価が高くなっているという

ものでございます。 

 その下、④子育て世帯の居住状況による評価につきましては、５歳以

下の人口密度により子育て世帯というところを評価してございます。５

歳以下の人口密度が高ければ高いほど、路線バスを走らせたほうがい

い、つまり、評価が高くなっていくものでございます。 

 資料をおめくりいただきまして、５ページ目でございます。左上の

⑤最寄り駅までの標高差による評価につきましては、１３地域それぞれ

において、最寄り駅までの標高差で一番大きい標高差をその地域の最大

標高差とし、その最大標高差が大きいほどコミュニティバスを走らせた

ほうがいいでしょうということで、点数を高くするような評価指標とし

て設定してございます。 

 続いて、⑥主要施設の立地状況による評価でございますが、こちらに

つきましては、前回、区の施設、あるいは高齢者施設、福祉施設等々の

立地状況を資料でお示ししましたが、こうした主要な施設が、その１３
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地域ごとで、どれだけ存在するのかという密度で評価をしてございま

す。基本的には、その密度が低いほど、つまりその地域で主要施設がな

いほど、コミュニティバスを走らせたほうがいいということで、高い点

数となっております。やはり主要な施設がないと、隣の地域や遠い地域

に行かなければいけないというところもあって、そうした評価を行って

ございます。 

 右側の⑦商業施設の床面積による評価でございますが、こちらも同じ

ような考え方でございます。１３地域ごとで、商業施設の床面積がどれ

だけあるかというところを把握しまして、商業施設が少ないところにつ

いては、やはりお隣、あるいは周辺の地域に出かけなければいけないと

いうことで、床面積が少ないところについては、点数が高くなるという

ところでございます。 

 その下、⑧観光資源の分布状況による評価につきましては、１３地域

それぞれにおいて、観光資源が多いところについては点数が高くなる、

コミュニティバスを走らせましょう、という評価でございます。 

 駆け足で申しわけございません。資料をおめくりいただきまして、６

ページでございますが、⑨住民の移動量による評価でございますが、前

回８月の検討会で区内の携帯電話の移動情報をお示ししましたが、移動

量、トリップ数が多ければ多いほど、そこにコミュニティバスを導入し

た効果が高いだろうと考え、点数が高くなる評価ございます。 

 その下、⑩住民の交通不便意識による評価につきましては、これも前

回概略をお示ししましたが、アンケート調査を行い、９項目の外出目的

別に、「あなたは移動に不便を感じていますか」ということを聞いてご

ざいます。その中で、不便を感じている、あるいは、やや不便を感じて

いるという方の割合、こうした声が１３地域で多いところについては、

評価が高くなるという整理をしてございます。 

 最後に⑪新たなバス路線への利用意向による評価でございますが、こ

ちらもアンケートでお聞きした結果を利用してございます。「新たなバ

ス路線ができた場合に利用しますか」という設問に、利用すると答えて

いただいた回答の割合が高かった地域について、評価が高くなるという

ものでございます。 

 資料をおめくりいただきまして、７ページでございますが、今ご説明

した１１項目について、１３地域ごとで点数をつけたものをまとめたも

のが左上の表でございます。４０点以上のところが３地域、赤く着色し
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てございます。黄色で着色したところが３０点台の地域、緑色で着色し

たところが２０点台の地域でございます。 

 資料の中段のほうに書かせていただいておりますが、３回目の検討会

にて、評価の高かった地域を中心に、候補ルートの検討結果をお示しし

ていく予定になってございます。

 それから、７ページの右側から先は３回目の検討会でより詳細な内容

をお示しすることになりますが、今後、候補ルートを設定していくにあ

たって、視点１から視点６の６つの視点を書かせていただいてございま

す。 

 視点１は、既存のバス路線との競合をしないように注意するというと

ころでございます。 

 視点２としまして、鉄道・バス勢力圏外のエリアを通過する。 

 視点３としまして、鉄道駅や区有施設等、こうした主要施設を経由す

ること。 

 視点４としましては、区民アンケート結果を考慮する。 

 視点５としましては、道路構造、幅員、勾配を考慮する。 

 視点６としまして、起終点での車両転回、バス停設置の可能性を考慮

するというところでございます。 

 先ほどご説明しましたが、候補ルートの検討結果を第３回目の検討会

にて提示する予定でございます。 

 それから２－３につきましては、３回目にルート案をお示しして、そ

のルートの評価を行ってまいります。評価にあたっては、（１）から（４）

までの条件、運行条件等々を設定する必要がございますので、運行日と

か運行時間帯、運行間隔、バス停、運賃等々、こちらについても、次回

の３回目の検討会にて、提示を予定しているものでございます。 

 資料をおめくりいただきまして、８ページ目でございますが、第３章

は試行運行開始までの進め方ということで、ページの左側は、先ほど基

本方針のほうでも説明いたしましたように、来年度以降に運行事業者を

選定していくにあたり、想定する運行方式になりまして、今回はこの３

方式について、メリット・デメリットを含めて、提示してございます。

 ８ページの右側、（２）でございますが、事業者の選定にあたっては、

来年度予定してございますが、公募型のプロポーザルというところで選

定していく予定でございます。 

 事業者提案に対する条件、プロポーザルに参加していただくにあたっ
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ては、一定の条件をお示しする必要がございますので、その提案条件の

項目例として、①、②等々示しておりますが、こちらについても、第３

回の検討会にて提示予定でございます。 

 それから３－３「運行準備」でございますが、運行計画の作成、これ

も来年度に作成する予定のものとなっておりますが、起終点、運行時間、

運行間隔、バス停の位置等々をこの運行計画の中で定めてまいります。

 （２）では、関係機関との調整・協議等ということで、交通管理者、

道路管理者等々の協議も今後、必要になってくるというものでございま

す。 

 当然ながら、ルートを設定して、バス停の設置という具体的な作業の

過程の中では、沿線の住民の方、施設等との調整も生じてくるものでご

ざいます。 

 最後、９ページでございます。９ページの左上は、関係機関との今後

の調整・協議先、協議内容等々を書かせていただいてございます。 

 最後の第４章でございますが、試行運行開始後の事業管理というとこ

ろでございます。４－１の（１）の管理の流れとしましては、試行運行

開始後、コミュニティバスに関する事業全体の評価を適宜実施し、利用

実績や利用ニーズに基づく見直し・改善、事業継続の判断、こちらのほ

うを来年度、法定会議として移行します品川区地域公共交通会議の中

で、ＰＤＣＡのサイクルの評価を実施していくというものでございま

す。 

 資料の９ページの右側にお移りいただきまして、（２）は事業の体制

と役割分担というところでございます。その下の４－２「事業評価の方

法」につきまして、まずは試行運行ということで走らせていくわけです

が、試行運行にあたっては、どれぐらいの期間、試行するのか。試行し

た結果、どうなると本格導入につなげていくのか。継続なのか、あるい

は見直しなのか、場合によっては、廃止するのかというところを、走ら

せた後に評価項目を検討するのではなく、試行運行前に、評価項目をし

っかり定め、試行運行を開始していこうというものでございます。こち

らについても、第３回の検討会で提示をさせていただく予定となってご

ざいます。 

 説明は以上でございます。 

寺田委員長  ありがとうございます。それでは、こちらも分けてご質問等をいただ

きたいと思います。 
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まず、第１章について、ご質問やご意見はございませんでしょうか。

ご感想でも構いません。 

 それでは、あとからいただいてもいいので、次に進みませていただき

ます。 

第２章、試行運行の選定について、何かございますか。重みづけに関

しては、いじれるものなので、ご意見はございませんか。 

勝又委員 

(代理川畑氏)

 委員長。 

寺田委員長  はい、どうぞ。 

勝又委員 

(代理川畑氏)

 荏原警察署の川畑と申します。この路線の選定方法というところで、

ちょっと気になるところがあります。普通、交通量とか、あとは沿線住

民さんの意見もいろいろあると思うんですけども、当署管内、いわゆる

商店街が結構ございます。大きな商店街ですね。パルム商店街もしかり、

それから、特に戸越銀座商店街ですね。そういうところが結構ありまし

て、しかも、それぞれの商店街のいわゆる面する通路といいますか、そ

れが全部道路になっているんですね。 

 多分、いろんな意見を聞くと、そういうところも通してくれないかと

いう話が出てくる可能性があろうかと思います。今、そういった道路は

歩行者道路としての時間帯規制というのを行っているんですけども、実

際は、ほぼ日中、人通りや自転車通りがかなり多くてですね、そういう

ところにコミュニティバス、小型のバスになると思うんですけれども、

そういうものを通すところの是非といいますか、交通安全上の問題とい

うところも、ポイントに入れていただきたいというように感じました。

 手前勝手なことなんですけれども、現実問題に、パルム商店街なんか

は、日中はもう車が通れないような規制になっております。一方で、戸

越銀座の通りは、当署管内でもかなり交通事故の多い路線になっていま

す。ですから、そういう交通の混乱とか事故の危険性とかも加味してい

ただいて、路線の選定をしていただければと思います。以上です。 

鈴木課長  委員長。 

寺田委員長  はい、どうぞ。 

鈴木課長  ご意見ありがとうございます。資料２の７ページのほうで、ルート設

定の視点ということで、視点１から６まで先ほどご説明させていただき

ましたが、今お話しいただいた、歩いている方の混乱とか、そうした視

点の記載が抜けているところがありました。当然ながら、具体的なルート
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を検討していくにあたっては、そういう商店街等々の話もあるかと思い

ますので、いきなり第３回検討会の場でお示しして、その後の協議で、

やっぱり無理だったということがないように、警察の方とはしっかりと

事前にアドバイスをいただきながら進めていきたいと思います。 

寺田委員長  ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

勝又委員 

(代理川畑氏)

 はい。 

寺田委員長  ほかにございますか。 

佐賀委員  よろしいでしょうか。 

寺田委員長  はい、どうぞ。 

佐賀委員  大井地区町会連合会会長の佐賀です。自分の地域は大井第三地域にな

りまして、今回の評価の結果、最高得点をもらっているんですが、私た

ちの地域の奥は大田区になっちゃうんですよね。それで、道幅が狭いの

で、コミュニティバスをどういったルートで通せるのか。我々も自分た

ちでいろいろと検討してはみたんですが、まず、コミュニティバスを走

らせる前に、道路を広げてもらうようなことも同時に進めないと、難し

いなというように感じました。その点はいかがなものなんでしょうか。

鈴木課長  ７ページにおいて地域ごとの評価をさせていただいて、今後はどこの

ルートで、というところになっていくんですが、この１３に分けたそれ

ぞれの地域のエリア内だけを走らせるということは不可能だと思いま

すので、隣の地域も通るようなルート設定になると思います。特に大井

第三地域は、ご指摘いただいたように大田区との境でもございますの

で、場合によっては、大田区との協議も要るのかなというところはあり

ますが、基本的には、コミュニティバスは品川区内を走らせるというこ

とで、考えております。 

 ご指摘いただいた、ルート設定に合わせて道路を広げる検討をという

ことなんですが、なかなか道路を広げていくというのは、一朝一夕には

難しいところもございまして、現状の道路で走らせられるところ、より

利用していただける、あるいはバス停から遠いようなところを通るルー

トでまずは検討していきたいと考えております。 

 当然、ルートを決めていく中で、一定程度の道路の整備をしていかな

ければいけない場合もあるでしょうから、そういったことも含めて検討

していきたいというところでございます。 

佐賀委員  ありがとうございました。 
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長谷川委員  はい。 

寺田委員長  はい、お願いします。 

長谷川委員  観光協会の長谷川です。コミュニティバスの導入効果ということで今

回評価されていますが、高評価が必ずしも高利用には結びつかないよう

な場合もあると思うんです。その辺のカバーする考え方あったら、お示

し願いたいんですけども。 

鈴木課長  委員長。 

寺田委員長  はい、どうぞ。 

鈴木課長  本当にそこが一番しっかり検討していかなきゃいけないところでし

て、視点は先ほど６つほどご説明させていただきましたが、何と言って

も、やっぱり利用していただかなければいけないわけです。 

具体的に３回目の検討会で、何ルートか候補案をお示しするんです

が、その場でそのルート案が決定とか、そういうことではなく、案とし

てお示ししまして、来年度以降の事業者を決めていく過程の中で、その

事業者にいろいろ提案していただくということになってございます。 

 当然ながら、専門的なノウハウと知識を持っている事業者に、より使

っていただける、そうした視点を提案していただくとともに、３回目の

検討会でルート案をお示しした以降、当然ながら地域の方にもいろいろ

ご意見やアドバイスをいただいて、より地域に愛していただいて、乗っ

ていただけるコミュニティバスになるよう、進めてまいりたいと考えて

ございます。 

寺田委員長  ほかにございますか。 

門井委員  はい。 

寺田委員長  はい、お願いします。 

門井委員  ８ページの表５の運営方式についてなんですが、３パターン示してい

ただいてあります。このうちの一番左の行政主導。中ほどに自家用自動

車による有償の旅客輸送、これは法７８条ということで、記載されてい

るんですが、基本的に自家用自動車の有償運送は、路線バスが撤退した

とか、もしくはタクシーの営業所がなくなった。こういったところで認

められているかと思います。 

 この辺の運用について現在、国のほうでも検討していると思いますの

で、その動向に注視していただきたいと思います。これは要望です。 

鈴木課長  はい、ありがとうございます。しっかり確認しながら進めていきたい

と思います。 
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寺田委員長  ほかにございますでしょうか。 

 では、副委員長のほうから何かありますか… 

寺内副委員長  はい、最後の９ページの「事業の体制と役割分担」というところで、

法定の地域公共交通会議を立ち上げて導入後の計画の見直しや廃止を

行っていく中で、あらかじめ数値目標というのをきちんと設定されて進

めていくということでした。これは大事なポイントかなと思いますの

で、しっかりとやっていただきたいと思います。 

 実際に走り始めると、いくら実験だといっていても、いくら利用者が

少なくとも、なかなかやめるにやめられないということがコミュニティ

バスにはありますので、公共交通会議の役割をはじめからしっかりと皆

さんにお示しをして、また、きちんと評価基準を設定してやっていくこ

とを区民にも示していただくことが大切だと思います。 

寺田委員長  第４章までいってしまいましたが、ほかに何かございますか。 

 第２章の重みづけのところで、評価指標⑥や⑦など、施設が少ないと

加点していることを考えると、どちらかというと、高得点のエリアから

他地域への循環型をイメージされている、もしくは往復型であればお客

さんが少ない一番端っこに高得点のエリアがくるような路線になる、そ

ういうふうに捉えないといけないのかなとは思いました。 

 それでは、第３章、第４章を含めて、全体で、何かございますでしょ

うか。 

 重みづけなどは、先ほどに申し上げたように、何かを３倍にしても、

５倍にしても、０.５倍にしても、あるいはゼロにしてもいいと思うん

ですけども、ご意見はありませんか。重みづけの仕方は、後々のルート

設定などの議論にも影響すると思いますので。 

 あと、観光施策ですと、例えば昼間とか土日とか、特定の時間だけに

利用者が来るかもしれないから、仮に観光客がいるところがあっても、

終日そこに寄らなきゃいけないというメリットがあるのか。 

あるいは、大きな問題じゃないんですけど、交通規制が時間帯でかか

っているケースとかもありますから、今後そういうことまで考えていか

なきゃいけないとは思っています。 

 よろしいでしょうか。あるいは資料と少し外れても、この場でご発言

というの、もしありましたら、お願いしたいと思いますが。 

金子委員  はい。 

寺田委員長  はい、どうぞ。 



 -17-

金子委員  品川地区の連長です。この７ページの地域評価の結果というところ

で、この地図でよくわかると思うんですが、うちのほうは八ツ山あたり

で一番端っこになっているんです。先生もご存じと思いますが、港区さ

んで成功しているコミュニティバスが品川地区の八ツ山のほうへ入って

きて、Ｕターンして、高輪のほうへ行っている路線があるんですよね。 

 それで、うちの地区のその辺に都営住宅がいっぱいあるんですが、そ

の方たちは、港区の高輪の船員病院とかそういうところへ、よく皆さん、

通っているんです。これ、大変港区のバスに恩恵をこうむると。 

 私がこういう役を仰せつかったということをどっからか聞いたので

しょうけども、何とかうちのほうにも来てほしいというようなご意見も

ありましたので、お伝えをしておきます。以上です。 

鈴木課長  ありがとうございます。前回、８月の検討会の時に金子委員のほうか

ら、地域の声を、アンケート以外にもしっかり聞いていただきたいとい

うご意見いただきまして、その後、地域に行って説明をして、今いただ

いたご意見とかさまざまなご意見、具体的にここのこのルートとか、そ

うしたご意見もいただきました。なかなか皆さんの全てのご要望、ご意

見に適うルートを決めるというのは、難しいところもありますが、この

２回目の資料も、またこの検討状況も地域のほうにご説明して、また意

見を聞きながら進めていきたいと思います。ありがとうございました。

寺田委員長  他区の話をするのも、あんまりよくないかもわからないですが、何か

隣の区のやつに乗るという、そういうコミュニティバスも狛江市や世田

谷区にあったかと思いますので、隣接区との調整みたいなものも、何か

大きなテーマなのかなと思います。 

 ほかにございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは一通りご意見いただいたようですので、次ということで、事

務局のほうから何か連絡事項とかございますでしょうか。 

鈴木課長  本日はお忙しい中お越しいただき、また、貴重なご意見いただきまし

て、ありがとうございます。 

 次回、３回目の検討会は来年の３月頃に予定してございます。本日も

ご説明しましたが、３回目ではルート案のほうをお示しして、事業採算

性などもあわせてご説明したいと思います。 

 本日はありがとうございました。事務局からは以上でございます。 

寺田委員長  それでは、これをもちまして、令和元年度第２回品川区地域交通検討

会を閉会いたします。ご議論、ありがとうございました。 

― 了 ―― 


